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⑫ 集約型の地域構造への再編に向けた誘導方策 



東京の市街地特性に応じた居住誘導区域の設定の留意点 

• 将来（おおむね20年後）、人口密度の低下が見込まれる自治体においては、コンパクトな市街地への再編を進めなければ、一人あたり
の都市経営コストが増加することが考えられる。 

• 居住誘導区域の設定にあたっては、国の「都市計画運用指針」や「立地適正化計画作成の手引き」等に基づき、都市構造の分析評価を行
い、将来負担可能なコストに見合った適切な公共サービスの水準を踏まえた上で、将来目指すべき人口密度を設定する。少なくとも、既
成市街地の人口密度の水準※は満たすこととする。 

• 将来目指すべき人口密度に加え、高齢者の増加への対応やみどりに厚みとつながりを充実させる観点、地域コミュニティの形成など、地
域の実情を考慮して居住誘導区域を設定する。 

目指すべき都市構造の評価 

（出典：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き（平成30年4月）」より作成） 
（出典：東京都「都市づくりのグランドデザイン（平成29年9月）」より作成） 

東京都の高齢者数の推移 

• 人口密度と一人あたりの行政コスト（行政経費）
との間には一定の関係 

 

• 今後、財政状況がさらに厳しさを増すと見込まれ
る中、持続的な都市経営を維持するためには、人
口密度を高め、行政の効率化を図ることが不可欠 

自治体の人口密度と行政コスト 
※ 既成市街地の区域（都市計画法施行規則） 

 第８条 令第８条第１項第１号の既成市街地として国土交通省令で定める土地の区域は、 

     次の各号に掲げる土地の区域で集団農地以外のものとする。 

 １ 50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が1ha当たり40人以上である 

  土地の区域が連たんしている土地の区域で、当該区域内の人口が3,000以上であるもの（２ 略） 

• 概ね20年後の2040年の東京の高齢者数
は現在よりも100万人近く増加し、高齢
化率も3割近くに達する見込み 

• 都市構造にかかる評価結果についてレーダーチャートで整理し、類似規模都市平均値との
比較等を行うことにより、どのような分野において課題があるのか客観的、定量的に把握 

 

• 講じようとする施策に応じ、居住誘導区域の人口水準等を設定し、これをもとに目指すべ
き将来都市構造案を想定。当該将来都市構造を評価することでその妥当性や効果等を検証 
 

: 現況都市構造評価

: 三大都市圏平均

: 現状のまま推移した場合の将来都市構造評価

: 目指すべき将来都市構造評価(集約ｹｰｽ 1)

: 目指すべき将来都市構造評価(集約ｹｰｽ 2)

）

（出典：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について（平成27年6月）」） 

１ 



東京の市街地特性に応じた都市機能誘導区域の設定の留意点 

• 商業、医療、福祉施設等の集積状況や公共交通等の状況を踏まえ、主要な駅周辺等（地域の拠点）やその他の駅周辺・団地等（生活の中
心地）を中心に、都市機能誘導区域を設定する。 

• 都市機能誘導区域の範囲設定にあたっては、区市町村の行政界を越えて市街地が連担しているなどの東京の特性を踏まえ、関係する隣接
自治体間で連携を図る。 

２ 

行政界を越えた隣接自治体間の連携

（立地適正化計画の策定に関する考え方）

○複数の自治体に関連して形成されている、公共交通

を中心とした住民の生活圏域においては、都市機能

（商業等・医療・福祉・子育て支援施設など）を一定の

役割分担の下で整備するなど、隣接自治体間で連携

して取り組むことが重要

Ａ市

Ｂ市

Ａ 駅

三鷹市

武蔵野市

小金井市

行政界を越えた隣接自治体間の連携事例行政界を越えて形成されている生活圏域のイメージ

医療施設

Ｂ市高齢者福祉施設

子育て支援施設

Ａ市

商業施設

居住誘導区域

Ｂ駅Ａ駅

都市機能誘導区域

施設の機能分担・共同利用

生活の中心地のイメージ 地域の拠点のイメージ 

隣接自治体間の連携事例（地域公共交通） 

（都市機能誘導区域における隣接自治体間の連携） 

• 隣接自治体に跨る都市機能誘導区域では、設定の範囲や、商業・医療・福祉・

子育て支援施設などの立地について、連携して計画的に取り組むことが重要 

（出典：東京都「都市づくりのグランドデザイン 
    （平成29年9月）」） 

（出典：武蔵野市資料より作成） 

（出典：国土交通省「まちづくりと公的不動産～改正都市再生法とＰＲＥ有効活用 
        ガイドライン～説明資料」より作成） 



都市機能誘導区域における誘導方策（都市開発諸制度） ３ 

・都市機能誘導区域では、都市開発諸制度を活用し、商業、医療・福祉などの多様な都市機能の導入や、居住誘導区域外からの移転者向 
 けの受け皿住宅の整備を図るとともに、開発に合わせた空き家・空き地の有効利用やみどりの保全・創出などを推進する。 

・育成用途として医療・福祉・商業施設等の「誘導施設※」を導入 

・居住誘導区域外からの移転者向けの受け皿住宅の整備を評価 

駅 

公共貢献と 
 して評価 

公開空地の整備 

都市開発諸制度の活用イメージ 

居住誘導区域外 

空き家・空き地の有効利用 

公共貢献として評価 

駅 

居住誘導区域内 

拠点 

みどりの保全・創出 

公共貢献として評価 

・開発に合わせた地域の価値の向上に資する取組（居住誘導区域内の空き家・
空き地等の有効利用、区域外のみどりの保全・創出等）を評価 

※誘導施設・・・都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設 
         （医療施設、福祉施設、商業施設その他の 都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの） 

容積率
割増し 

容積率
割増し 

（例） （例） 

受け皿住宅の整備 

業務だけでなく、福祉
等の「誘導施設※」の
導入を促進（育成用途
に位置付け） 

（例）商業機能 

居住誘導区域外からの
移転者向けの受け皿住
宅の整備を促進（公共
貢献として評価） 

（例）業務機能 

居住誘導区域内の空き家・
空き地等の有効利用や区域
外のみどりの保全・創出等
を評価 



都市機能誘導区域における誘導方策（特定用途誘導地区等） ４ 

(出典：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」) 

＜参考＞特定用途誘導地区 

・都市機能誘導区域では、特定用途誘導地区等を活用し、商業・医療・福祉など、地域特性に応じた多様な都市機能の導入を図る。 



＜参考＞立地誘導促進施設協定制度の活用 

・低未利用土地などを活用した、地域利便の増進に寄与する施設の整備を
促進するため、地権者が全員合意により、当該施設の整備・管理を地方
公共団体に代わり自ら行う新たな協定制度 

＜参考＞低未利用土地権利設定等促進計画制度 

・市町村が、地域内に散在する低未利用土地などの利用意向を捉えて、関
係地権者等の合意を得ながら計画を策定し、必要な利用権の設定等を促
進する制度 

居住誘導区域における誘導方策（空き家・空き地等の有効活用） 

• 居住誘導区域では、都市のスポンジ化対策のための特例措置等を活用し、空き家、空き地等の低未利用地の利用促進や、地域の利便性
の維持・向上に必要な施設の整備・管理を促進する。 

（出典：国土交通省法改正説明会資料（平成30年６月）） 

５ 



• コミュニティバスは、既存の路線バスや鉄道等では補えない交通需要に対応する乗合バスであり、地域における高齢者、障害者等の 
社会参加を促進するための交通手段の一つとして、現在、都内の８割を超える区市町村で運行されている。 

• 今後、コンパクトな市街地への再編を進める中で、地域包括ケアシステムが機能する都市構造を維持する観点を踏まえるとともに、
高齢者等の交通手段であるコミュニティバスなどのフィーダー交通の充実を図る必要がある。 

公共交通空白地域へのコミュニティバスの導入事例 

地域公共交通施策や福祉施策との連携 

市内の三駅を中心にバス路線が住宅地等とを結んでいた。しかし、自宅からバ
ス停までが遠く、また、バスの本数も限られているため利用しにくいという声が寄
せられたことから、交通空白不便地域の解消などを目的として運行している。 

日野市における立地適正化計画の検討事例 

市内の交通空白地域を中心に、主に高齢者や障害者、妊
婦などの外出を支援し、市民が気軽に利用できる公共輸
送システムとして運行している。 

武蔵野市「ムーバス」 
八王子市「はちバス」 

※ 都は、コミュニティバスの導入・運行等に係る経費について区市町村に対する補助（地域福祉推進区市町村包括補助事業）を実施 
  するとともに、地域公共交通会議に参加するなど、技術的支援を行っている。 

６ 

（出典：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について（平成27年6月）」より作成） 

（出典：厚生労働省資料より作成） 

（出典：八王子市資料、国土交通省資料） 

地域包括センターの担当区域と 
介護サービス事業の分布 

地域包括センターの分布 

地域包括センター 

地域包括センターの担当区域 

中学校区 

通所・入所サービス事業所 

在宅サービス事業所 

色 別 

（出典：第7回日野市まちづくりマスタープラン 改訂検討コア会議(5/24)において 
   提示された資料（今後の検討状況によって変更となる可能性があります）） 

通所・入所サービス事業所 
の徒歩圏域（500m） 


